
【別紙３】 

 

 

新たな通告窓口のイメージ及び児童虐待通告への対応イメージ 

 

＜新たな通告窓口のイメージ＞ 

    

＜児童虐待通告への対応イメージ＞ 

 

＜通告・相談先＞ ＜通告・相談先＞

（児童虐待通告） （その他）

＜対応者＞ ＜対応者＞

＜基本調査＞ ＜基本調査＞

＜緊急受理会議＞ ＜緊急受理会議＞

【１次アセスメント】 【１次アセスメント】

＜安全確認・調査＞ ＜安全確認・調査＞

＜判定会議＞ ＜判定会議＞
【２次アセスメント】 【２次アセスメント】

＜保護等の実施＞ ＜保護等の実施＞

＜支援の実施＞ ＜支援の実施＞

＜措置会議＞
【３次アセスメント】

児童相談所

子ども家庭支援センター
（５か所）深刻度や緊急度の高いケース

地域支援担当のＡ担当
（虐待初動班）

比較的リスクが低く
同意型支援を予見される場合

地域支援担当のＢ担当
（在宅指導・施設入所等担当）

子ども家庭支援センター
（５か所）

子ども家庭支援センター
（５か所）

子ども家庭支援センター
（５か所）

児童相談所
各業務担当による対応

（仮称）世田谷区
児童虐待通告ダイヤル

（区統一番号）

189
（全国共通ダイヤル）

子ども家庭支援センター
（５か所）

児童相談所
直通番号

児童相談所

児童相談所

児童相談所
（児童相談所長、支援調整担当等）

児童相談所
担当ケース

児童相談所
（地域支援担当）

児童相談所
（各業務担当）

児童相談所
（地域支援担当）

児童相談所
（児童相談所長、地域支援担当（SV））

児童相談所
（児童相談所長、地域支援担当A/Bほか）

サービスの案内等

子ども家庭支援センター
（５か所）

児童相談所
地域支援担当Ａ（虐待初動班）

子家セン
担当ケース

子ども家庭支援センターと児童相談所の
一元的運用により支援するケース

重篤度レベルに基づく

対応機関の変更

虐待通告
（区民・関係機関）

「のりしろ型」支援の連携、

合同によるケース検討会議

（支援会議）

※状況に応じて主担当を移行

その他児童相談所業

務の問い合わせ等

（区民、里親・施設等）

子育て相談等

（区民、関係機関等）

虐待の発見

虐待通告

（警察）

  

②トリアージ 

機能 

①通告窓口の

一本化 

【新】非常勤職員 
（＋指導専門員による 

チーム） 


